
 

○ 

青
森
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修

学
奨
励
金
貸
与
条
例
（
昭
和
五
十
年
三
月
青
森
県
条
例

第
一
号
） 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
働
き
な
が
ら
高
等
学
校
の
定
時

制
の
課
程
及
び
通
信
制
の
課
程
に
在
学
す
る
者
に
対
し
、

修
学
奨
励
金
を
貸
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者

の
当
該
定
時
制
の
課
程
及
び
通
信
制
の
課
程
へ
の
修
学

を
促
進
し
、
教
育
の
機
会
均
等
の
保
障
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。 

 

（
修
学
奨
励
金
の
貸
与
） 

第
二
条 

知
事
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
適

当
と
認
め
る
者
に
対
し
、
修
学
奨
励
金
を
無
利
息
で
貸

与
す
る
旨
の
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

県
内
の
高
等
学
校
の
定
時
制
の
課
程
に
在
学
す
る

者
又
は
卒
業
を
目
的
と
し
て
県
内
の
高
等
学
校
の
通
信

制
の
課
程
に
在
学
す
る
者
若
し
く
は
卒
業
を
目
的
と
し

て
学
校
教
育
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

第

五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
文
部
科
学
大
臣
へ
の

届
出
に
係
る
高
等
学
校
の
通
信
制
の
課
程
に
在
学
し
、

か
つ
、県
内
に
住
所
を
有
す
る
者(

学
年
に
よ
る
教
育
課

程
の
区
分
を
設
け
な
い
定
時
制
の
課
程(

以
下「
単
位
制

に
よ
る
課
程
」
と
い
う
。)

又
は
通
信
制
の
課
程
に
在
学

す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
が
在
学
す
る
高
等
学
校

で
定
め
た
卒
業
ま
で
に
履
修
さ
せ
る
各
教
科
及
び
こ
れ

に
属
す
る
科
目(

以
下
「
教
科
・
科
目
」
と
い
う
。)

並

び
に
特
別
活
動
を
四
年
以
内
で
履
修
し
て
卒
業
す
る
計

画
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
つ
て
、
年
間
十
八

単
位
以
上
に
相
当
す
る
教
科
・
科
目
を
履
修
し
て
い
る

も
の
又
は
当
該
高
等
学
校
で
年
間
に
履
修
す
べ
き
も
の

と
定
め
た
教
科
・
科
目
を
履
修
し
て
い
る
も
の
に
限

る
。) 

二 

経
済
的
理
由
に
よ
り
著
し
く
修
学
が
困
難
な
者
で

あ
つ
て
、
そ
の
者
を
扶
養
親
族
と
し
て
い
る
者
の
所

得(

そ
の
者
が
独
立
生
計
を
営
む
こ
と
等
に
よ
り
そ

の
者
を
扶
養
親
族
と
し
て
い
る
者
が
な
い
場
合
に
あ

つ
て
は
、そ
の
者
の
所
得)

が
知
事
が
定
め
る
額
を
超

え
な
い
も
の 

三 

経
常
的
収
入
を
得
る
職
業
に
就
い
て
い
る
者(

雇

用
保
険
法(

昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号)

第
四

条
第
三
項
に
規
定
す
る
失
業
の
状
態
に
あ
る
者
を
含

む
。) 

            

○ 

青
森
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修

学
奨
励
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
三
月
青

森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
） 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る

事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行

さ
せ
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
八
月
青
森
県
規
則
第
七

十
三
号)

第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、青
森
県
高

等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸

与
条
例(

昭
和
五
十
年
三
月
青
森
県
条
例
第
一
号
。以
下

「
条
例
」
と
い
う
。)

の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
所
得
の
額
） 

第
二
条 
条
例
第
二
条
第
二
号
の
知
事
が
定
め
る
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
掲
げ
る
額
と
す
る
。 

一 

貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
扶
養
親
族
と
し
て

い
る
者
が
あ
る
場
合 
所
得
税
法(

昭
和
四
十
年
法

律
第
三
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)

に
基
づ
く

課
税
対
象
と
な
ら
な
い
額
の
最
高
額
の
百
九
十
二
パ

ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額 

二 

貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
扶
養
親
族
と
し
て

い
る
者
が
な
い
場
合(

第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
を

除
く
。) 

二
百
七
十
九
万
円 

三 

貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
扶
養
親
族
と
し
て

い
る
者
が
な
い
場
合
で
、
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
が
扶
養
親
族
を
有
し
て
い
る
場
合 

法
に
基
づ
く

課
税
対
象
と
な
ら
な
い
額
の
最
高
額
の
百
九
十
二
パ

ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額 

 

（
修
学
奨
励
金
の
貸
与
申
請
） 

第
二
条
の
二 

条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
修
学
奨
励
金

(

以
下
「
修
学
奨
励
金
」
と
い
う
。)

の
貸
与
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
貸
与
申
請
書(

第
一
号
様
式)

に
、
次

に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
現
に
在
学
す
る
学
校
の
校
長

(

以
下
「
校
長
」
と
い
う
。)

を
経
て
教
育
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
扶
養
親
族
と
し
て

い
る
者
の
所
得
又
は
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の

所
得
が
、前
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
を
超
え
な
い
こ
と
若
し
く
は

超
え
な
い
見
込
み
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

二 

経
常
的
収
入
を
得
る
職
業
に
就
い
て
い
る
こ
と
を

証
す
る
書
類 

三 

学
年
に
よ
る
教
育
課
程
の
区
分
を
設
け
な
い
定
時

制
の
課
程(

以
下
「
単
位
制
に
よ
る
課
程
」
と
い
う
。)

又
は
通
信
制
の
課
程
に
在
学
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
者
が
在
学
す
る
高
等
学
校
で
定
め
た
卒
業
ま
で

に
履
修
さ
せ
る
各
教
科
及
び
こ
れ
に
属
す
る
科
目

(

以
下
「
教
科
・
科
目
」
と
い
う
。)

並
び
に
特
別
活

動
を
四
年
以
内
で
履
修
し
て
卒
業
す
る
計
画
を
有
す

る
こ
と
を
証
す
る
書
類(

第
一
号
の
二
様
式) 

 

     

四 

学
校
教
育
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
文
部
科
学
大
臣

へ
の
届
出
に
係
る
高
等
学
校
の
通
信
制
の
課
程
に
在

学
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
県
内
に
住
所
を
有
す
る
こ

と
を
証
す
る
書
類 

五 

第
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
修
学
奨
励
金
の

貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
交
通
機

関
を
利
用
し
て
そ
の
費
用
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
を

証
す
る
書
類 

 

（
貸
与
の
決
定
等
） 

第
三
条 

教
育
長
は
、
前
条
の
貸
与
申
請
書
を
受
理
し
た

と
き
は
、
修
学
奨
励
金
を
貸
与
す
る
か
ど
う
か
及
び
貸

与
の
額
を
決
定
し
、
決
定
通
知
書(

第
二
号
様
式)

に
よ

り
そ
の
旨
を
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

教
育
長
は
、
前
項
の
決
定
に
あ
た
つ
て
は
、
選
考
委

員
会
の
選
考
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
契
約
書
の
取
交
わ
し
） 

第
四
条 

教
育
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与

す
る
旨
の
決
定
の
通
知
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
通
知
を

受
け
た
者
と
契
約
書(

第
三
号
様
式)

を
取
り
交
わ
す
も

の
と
す
る
。 
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○ 

青
森
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修

学
奨
励
金
貸
与
条
例
（
昭
和
五
十
年
三
月
青
森
県
条
例

第
一
号
） 

 

（
貸
与
の
額
） 

第
三
条 

修
学
奨
励
金
の
貸
与
の
額
は
、
月
額
一
万
八
千

円
以
内
と
す
る
。 

 

（
貸
与
の
方
法) 

第
四
条 

修
学
奨
励
金
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
締
結

し
た
契
約(

以
下
「
契
約
」
と
い
う
。)

で
定
め
る
月
か

ら
当
該
契
約
の
相
手
方(

以
下
「
修
学
生
」
と
い
う
。)

が
高
等
学
校
の
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
を

卒
業
す
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
間(

貸
与
を
受
け
た

月
数
を
通
算
し
て
四
年
以
内
の
期
間
に
限
る
。)

、
毎
月

貸
与
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
は
、
休
業
日

そ
の
他
特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
二

月
分
を
併
せ
て
貸
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
連
帯
保
証
人
） 

第
五
条 

修
学
奨
励
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

当
該
貸
与
に
関
す
る
債
務
に
つ
い
て
、
二
人
以
上
の
連

帯
保
証
人
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
契
約
の
解
除
等
） 

第
六
条 

知
事
は
、
修
学
生
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す

る
に
至
つ
た
と
き
は
、
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

一 

第
二
条
に
掲
げ
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
と
き
。 

二 

修
学
奨
励
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
し
た

と
き
。 

三 

そ
の
他
修
学
奨
励
金
の
貸
与
の
目
的
を
達
成
す
る

見
込
み
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

２ 

知
事
は
、
修
学
生
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
に

至
つ
た
と
き
は
、
修
学
奨
励
金
の
貸
与
を
休
止
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
前
年
度
以
前
の
同
一
学
年
に
お
い
て
、
修
学

奨
励
金
の
貸
与
を
受
け
な
か
つ
た
期
間
に
相
当
す
る
期

間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

休
学
し
、
停
学
の
処
分
を
受
け
、
又
は
長
期
に
わ

た
つ
て
欠
席
し
た
と
き
。 

二 

定
時
制
の
課
程(

単
位
制
に
よ
る
課
程
を
除
く
。)

に
在
学
す
る
修
学
生
に
つ
い
て
は
、
進
級
で
き
な
か

つ
た
た
め
同
一
学
年
を
重
ね
て
履
修
す
る
と
き
。 

三 

単
位
制
に
よ
る
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
に
在
学

す
る
修
学
生
に
つ
い
て
は
、
各
年
度
に
修
得
し
た
教

科
・
科
目
の
単
位
数
が
、
当
該
修
学
生
の
在
学
す
る

高
等
学
校
で
定
め
た
卒
業
ま
で
に
修
得
さ
せ
る
教

科
・
科
目
の
単
位
数
を
四
年(

休
学
の
期
間
が
あ
る
場

合
は
、
当
該
期
間
の
属
す
る
年
度
に
係
る
年
数
を
加

え
た
期
間)

以
内
で
修
得
し
て
卒
業
す
る
た
め
に
当

該
年
度
に
修
得
す
べ
き
単
位
数
に
満
た
な
い
と
認
め

ら
れ
る
と
き
。 

  

３ 

知
事
は
、
修
学
生
が
前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
に
至

つ
た
と
き
は
、
当
該
修
学
生
が
、
休
学
し
、
停
学
の
処

分
を
受
け
、
又
は
長
期
に
わ
た
つ
て
欠
席
す
る
に
至
つ

た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
分(

当
該
日
が
月
の
初
日
で

あ
る
と
き
は
、そ
の
日
の
属
す
る
月
の
分)

か
ら
復
学
し
、

又
は
新
た
に
出
席
し
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
分
ま
で

修
学
奨
励
金
の
貸
与
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
月
の
分
と
し
て
既
に
貸
与

さ
れ
た
修
学
奨
励
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
修
学
奨
励

金
は
、
当
該
修
学
生
が
復
学
し
、
又
は
新
た
に
出
席
し

た
日
の
属
す
る
月
以
後
の
分
と
し
て
貸
与
さ
れ
た
も
の

と
み
な
す
。 

                                           

○ 

青
森
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修

学
奨
励
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
三
月
青

森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
） 

 

（
貸
与
の
額
） 

第
四
条
の
二 

修
学
奨
励
金
の
貸
与
の
額
は
、
月
額
一
万

四
千
円
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
学
の
た
め
交
通
機

関
を
利
用
し
て
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と

す
る
者
に
係
る
修
学
奨
励
金
の
貸
与
の
額
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
交
通
機
関
に
お
い
て
発
行
さ
れ

て
い
る
通
学
用
定
期
乗
車
券
の
通
用
期
間
の
う
ち
六
箇

月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
最
も
長
い
期
間
の
も
の
の
購

入
に
要
す
る
金
額
を
当
該
期
間
の
月
数
で
除
し
た
金
額

(

以
下
「
一
箇
月
当
た
り
の
通
学
費
用
相
当
額
」
と
い

う
。)

の
区
分
に
応
じ
、
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

一
箇
月
当
た
り
の
通
学
費
用
相
当
額 

貸
与
の
額  

八
千
円
以
上  

 
 
 
 
 

月
額
一
万
八
千
円  

七
千
円
以
上
八
千
円
未
満  

月
額
一
万
七
千
円  

六
千
円
以
上
七
千
円
未
満  

月
額
一
万
六
千
円  

五
千
円
以
上
六
千
円
未
満  

月
額
一
万
五
千
円  

 

（
貸
与
の
額
の
変
更
） 

第
四
条
の
三 

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
修
学
奨
励
金
の

貸
与
を
受
け
て
い
る
者
は
、
貸
与
の
額
に
変
更
す
べ
き

事
実
が
生
じ
た
と
き
は
、貸
与
額
変
更
申
請
書(

第
四
号

様
式)

に
第
二
条
の
二
第
五
号
の
書
類
を
添
え
、校
長
を

経
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
貸
与
の
額
は
、
そ
の
事
実
の
生
じ
た
日

の
属
す
る
月
の
翌
月(

そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と

き
は
、そ
の
日
の
属
す
る
月)

か
ら
変
更
す
る
も
の
と
す

る
。 

２ 

教
育
長
は
、
前
項
の
貸
与
額
変
更
申
請
書
を
受
理
し

た
と
き
は
、
貸
与
の
額
を
決
定
し
、
貸
与
額
変
更
決
定

通
知
書(

第
四
号
の
二
様
式)

に
よ
り
そ
の
旨
を
当
該
申

請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与
の
額
を
変
更

す
る
決
定
の
通
知
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
通
知
を
受
け

た
者
と
変
更
契
約
書(

第
五
号
様
式)

を
取
り
交
わ
す
も

の
と
す
る
。 

 

（
修
学
奨
励
金
の
交
付
） 

第
五
条 

修
学
奨
励
金
は
、
毎
月
二
十
五
日
ま
で
に
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
修
学
奨
励
金
が
、
前

条
の
規
定
に
よ
り
変
更
し
た
貸
与
の
額
を
上
回
る
と
き

は
、
そ
の
差
額
は
、
変
更
契
約
書
を
取
り
交
わ
し
た
日

以
後
に
貸
与
す
る
修
学
奨
励
金
の
一
部
と
み
な
す
。 
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○ 

青
森
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修

学
奨
励
金
貸
与
条
例
（
昭
和
五
十
年
三
月
青
森
県
条
例

第
一
号
） 

 

（
返
還
債
務
の
当
然
免
除
） 

第
七
条 

修
学
奨
励
金
の
貸
与
を
受
け
た
者(

以
下「
被
貸

与
者
」
と
い
う
。)

が
高
等
学
校
の
定
時
制
の
課
程
又
は
通

信
制
の
課
程
を
卒
業
し
た
場
合
そ
の
他
知
事
が
定
め
る
事

由
に
該
当
す
る
場
合
は
、
修
学
奨
励
金
の
返
還
債
務
の
全

部
を
免
除
す
る
。 

 

（
返
還
） 

第
八
条 

被
貸
与
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
に

至
つ
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ

た
日(

第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
修

学
奨
励
金
の
返
還
債
務
の
履
行
を
猶
予
さ
れ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、当
該
猶
予
の
期
間
が
満
了
し
た
日)

の
属
す

る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
後
、
修

学
奨
励
金
の
貸
与
を
受
け
た
月
数
を
通
算
し
た
期
間
内

に
、
修
学
奨
励
金
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

契
約
を
解
除
さ
れ
た
と
き
。 

二 

契
約
に
定
め
る
修
学
奨
励
金
の
貸
与
の
期
間
が
満

了
し
た
と
き
。 

２ 

前
項
の
返
還
は
、
月
賦
又
は
半
年
賦
の
均
等
払
に
よ

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
繰
上
返
還
を
す
る
こ
と
を

妨
げ
な
い
。 

 

（
返
還
債
務
の
裁
量
免
除
） 

第
九
条 

知
事
は
、
被
貸
与
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当

す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
修
学
奨
励
金
の
返
還
債
務
の

全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

死
亡
し
た
と
き
。 

二 

心
身
障
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
修

学
奨
励
金
の
返
還
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

（
返
還
債
務
の
履
行
猶
予
） 

第
十
条 

被
貸
与
者
が
契
約
に
定
め
る
修
学
奨
励
金
の
貸

与
の
期
間
の
満
了
後
引
き
続
き
高
等
学
校
の
定
時
制
の

課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
に
在
学
す
る
場
合
は
、
当
該

在
学
の
期
間
、
修
学
奨
励
金
の
返
還
債
務
の
履
行
を
猶

予
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
被
貸
与
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
、
修
学

奨
励
金
の
返
還
債
務
の
履
行
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

一 

高
等
学
校(

中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含

む
。)

、
高
等
専
門
学
校
又
は
大
学
に
在
学
し
て
い
る

場
合(

前
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。) 

そ
の
在

学
期
間 

二 

災
害
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
発
生

し
て
い
る
場
合 

そ
の
事
由
の
継
続
す
る
期
間(

通

算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
期
間
に
限
る
。) 

（
以
下
略
） 

  

○ 

青
森
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修

学
奨
励
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
三
月
青

森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
） 

 

（
返
還
債
務
の
免
除
事
由
） 

第
六
条 

条
例
第
七
条
の
知
事
が
定
め
る
事
由
に
該
当
す

る
場
合
は
、高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則(

平
成

十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号)

に
基
づ
く
高
等
学
校

卒
業
程
度
認
定
試
験
に
合
格
し
た
場
合
で
、
教
育
長
が

高
等
学
校
の
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
を
卒

業
し
た
こ
と
と
同
等
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
と

す
る
。 

 

（
卒
業
の
届
出
等
） 

第
七
条 

校
長
は
、修
学
奨
励
金
の
貸
与
を
受
け
た
者(

以

下
「
被
貸
与
者
」
と
い
う
。)

が
、
高
等
学
校
の
定
時
制

の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
を
卒
業
し
た
と
き
は
、
速

や
か
に
卒
業
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
教
育
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

被
貸
与
者
は
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
合

格
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定

試
験
合
格
に
よ
る
返
還
債
務
免
除
申
請
書(

第
六
号
様

式)

に
、合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
教
育

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
返
還
明
細
書
の
提
出
等
） 

第
八
条 

被
貸
与
者
は
、
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
修
学
奨
励
金
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き

は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内

に
返
還
明
細
書(

第
七
号
様
式)

を
教
育
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
明
細
書
を
提
出
し
た
者
は
、

修
学
奨
励
金
の
返
還
の
方
法
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
返
還
方
法
変
更
承
認
申
請
書(

第
八
号
様
式)

を

教
育
長
に
提
出
し
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

（
均
等
払
に
よ
る
返
還
額
） 

第
八
条
の
二 

条
例
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
均
等
払

に
よ
る
返
還
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、

最
後
の
返
還
額
に
合
算
す
る
。 

 

（
返
還
債
務
の
免
除
申
請
） 

第
九
条 

連
帯
保
証
人
は
、
被
貸
与
者
が
死
亡
し
た
た
め

条
例
第
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
返
還
債
務
の
全
部

又
は
一
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
返
還

債
務
免
除
申
請
書(

第
九
号
様
式)

に
、
死
亡
し
た
こ
と

を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

被
貸
与
者
は
、
条
例
第
九
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

返
還
債
務
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
返
還
債
務
免
除
申
請
書
に
、
心
身
障
害
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

を
添
え
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

教
育
長
は
、
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
高
等
学

校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合
格
に
よ
る
返
還
債
務
免
除
申

請
書
及
び
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
債
務
免
除
申
請

書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
修
学
奨
励
金
の
返
還
債
務
を

免
除
す
る
か
ど
う
か
及
び
免
除
す
る
額
を
決
定
し
、
免

除
通
知
書(

第
十
号
様
式)

に
よ
り
当
該
申
請
者
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。 

         

（
返
還
債
務
の
履
行
猶
予
申
請
等
） 

第
十
条 

被
貸
与
者
は
、
条
例
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
返
還
債
務
の
履
行
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
返
還
債
務
履
行
猶
予
申
請
書(

第
十
一
号
様
式)

に
、高
等
学
校(

中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。)

、

高
等
専
門
学
校
若
し
く
は
大
学
に
在
学
し
て
い
る
こ
と

又
は
災
害
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
発
生

し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
教
育
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

教
育
長
は
、
前
項
の
返
還
債
務
履
行
猶
予
申
請
書
を

受
理
し
た
と
き
は
、
修
学
奨
励
金
の
返
還
債
務
の
履
行

を
猶
予
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、決
定
通
知
書(

第
十

二
号
様
式)

に
よ
り
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。 

３ 

条
例
第
十
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場

合
に
返
還
債
務
の
履
行
を
猶
予
す
る
期
間
は
、
一
年
以

内
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
一
年
以
内
の
期
間
を
も
つ
て

更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
連
帯
保
証
人
の
変
更
申
請
） 

第
十
一
条 

修
学
奨
励
金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者(

以

下
「
修
学
生
」
と
い
う
。)

又
は
被
貸
与
者
は
、
連
帯
保

証
人
の
死
亡
、
失
そ
う
、
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り

連
帯
保
証
人
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
連
帯
保

証
人
変
更
申
請
書(

第
十
三
号
様
式)

を
教
育
長
に
提
出

し
て
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
所
得
証
明
等
の
提
出
） 

第
十
二
条 

修
学
生
は
、
毎
年
三
月
二
十
日
ま
で
に
、
次

に
掲
げ
る
書
類
を
校
長
を
経
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
年
に
お
け
る
修
学
生
を
扶
養
親
族
と
し
て
い
る

者
の
所
得(

修
学
生
が
独
立
生
計
を
営
む
こ
と
等
に

よ
り
扶
養
親
族
と
し
て
い
る
者
が
な
い
場
合
に
あ
つ

て
は
、
修
学
生
の
所
得)

を
明
ら
か
に
す
る
書
類 

二 
経
常
的
収
入
を
得
る
職
業
に
就
い
て
い
る
こ
と
を

証
す
る
書
類 

三 

単
位
制
に
よ
る
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
に
在
学

す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
度
ま
で
に
修
得
し
た

単
位
数
を
証
す
る
書
類(

第
十
四
号
様
式) 

四 

第
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
修
学
奨
励
金
の

貸
与
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
交
通
機
関
を

利
用
し
て
そ
の
費
用
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
を
証
す

る
書
類 

 

（
届
出
） 

第
十
三
条 

修
学
生
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と

き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
校
長
を
経
て
教
育
長
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

条
例
第
二
条
に
掲
げ
る
貸
与
を
受
け
る
者
と
し
て

の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
と
き
。 

二 

修
学
奨
励
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
し
よ

う
と
す
る
と
き
。 

三 

条
例
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
高
等
学
校
定
時

制
課
程
若
し
く
は
通
信
制
課
程
に
転
学
又
は
転
籍
し

た
と
き
。 

四 

休
学
し
、
又
は
停
学
の
処
分
を
受
け
た
と
き
及
び

復
学
し
た
と
き
。 

五 

一
月
以
上
の
欠
席
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
し

た
と
き
及
び
新
た
に
出
席
し
た
と
き
。 

六 

定
時
制
の
課
程(

単
位
制
に
よ
る
課
程
を
除
く
。)

に
在
学
す
る
修
学
生
が
、
進
級
で
き
な
か
つ
た
た
め

同
一
学
年
を
重
ね
て
履
修
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き

及
び
そ
の
学
年
か
ら
進
級
し
た
と
き
。 

七 

氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
。 

八 

連
帯
保
証
人
の
氏
名
、
住
所
又
は
職
業
に
変
更
が

あ
つ
た
と
き
。 

２ 

被
貸
与
者
は
、
前
項
第
三
号
、
第
七
号
又
は
第
八
号

に
該
当
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
教
育
長
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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